
 

 

 

 

 

 

 

 

第 49 期決算公告 

（2023 年 4月 1日 ～ 2024 年 3月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社コンテック 

 



（単位：千円）

金　　　額 金　　　額

20,026,823 14,208,024

現 金 及 び 預 金 2,490,666 買 掛 金 3,636,699

受 取 手 形 1,364 電 子 記 録 債 務 1,681,957

電 子 記 録 債 権 2,363,064 関 係 会 社 短 期 借 入 金 6,500,000

売 掛 金 3,792,300 リ ー ス 債 務 3,768

契 約 資 産 66,687 未 払 金 303,108

商 品 及 び 製 品 2,425,302 未 払 費 用 751,603

仕 掛 品 1,577,898 未 払 法 人 税 等 326,539

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 7,091,249 未 払 消 費 税 等 521,327

前 払 費 用 39,470 前 受 金 347,966

関 係 会 社 短 期 貸 付 金 124,473 預 り 金 10,147

未 収 入 金 44,597 そ の 他 の 引 当 金 124,906

そ の 他 9,747

7,746,917

2,113,219 1,143,587

建 物 431,523 リ ー ス 債 務 11,134

構 築 物 15,912 退 職 給 付 引 当 金 1,132,453

機 械 及 び 装 置 155,698

車 両 運 搬 具 3,561 15,351,611

工 具 、 器 具 及 び 備 品 72,867

土 地 1,389,919 12,345,051

リ ー ス 資 産 14,958 資 本 金 450,000

建 設 仮 勘 定 28,777 資 本 剰 余 金 669,600

437,368 資 本 準 備 金 669,600

商 標 権 466 利 益 剰 余 金 11,226,844

ソ フ ト ウ エ ア 356,114 利 益 準 備 金 112,500

そ の 他 80,787 そ の 他 利 益 剰 余 金 11,114,344

5,196,329 繰 越 利 益 剰 余 金 11,114,344

投 資 有 価 証 券 139,526 （ 当 期 純 利 益 ） (674,148)

関 係 会 社 株 式 3,438,901 自 己 株 式 △ 1,392

関 係 会 社 出 資 金 149,844 77,077

前 払 年 金 費 用 594,393 その他有価証券評価差額金 77,077

繰 延 税 金 資 産 828,223

そ の 他 45,440 12,422,129

27,773,740 27,773,740資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計

（純資産の部）

株　　主　　資　　本

無　形　固　定　資　産

投 資 そ の 他 の 資 産

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計

負 債 合 計

貸　借　対　照　表

（2024年３月31日現在）

科　　　　　目 科　　　　　目

（資産の部） （負債の部）

流　　動　　資　　産 流　　動　　負　　債

固　　定　　資　　産

有　形　固　定　資　産 固　　定　　負　　債
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個別注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券 

①子会社株式・出資金 ………… 移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの …………… 時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 …………… 移動平均法による原価法 

  

（２）デリバティブ ……………… 時価法 

  

（３）棚卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

製品・原材料 ……………… 移動平均法 

仕掛品 ……………………… 個別法 

  

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によってお

ります。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

  

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウエア 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法 

上記以外のもの 

定額法 

  

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

  

３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
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（２）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。 

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる按分額を処理することとしております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から処理することとしてお

ります。 

  

４．収益及び費用の計上基準 

（１）機器の製造・販売等 

顧客への製品の引渡の際に据付を要しない製品については、製品を顧客の指定した場所へ引き渡

した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識し

ております。 

顧客への引渡しの際に据付を要する製品については、顧客の指定する場所に製品の据付を完了し

た時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識して

おります。 

また、工事請負契約については、別の用途に転用することができず、完了した作業に対する対価

を収受する強制力のある権利を有するため、当該契約にかかる履行義務は、一定期間にわたり充

足されると判断しております。 

したがって、当該履行義務の充足に係る進捗度を合理的に測定できる場合には、当事業年度末現

在の進捗度に応じて収益を認識しております。 

履行義務の充足に係る進捗度は、原価比例法、すなわち当事業年度末までの発生費用を工事完了

までの見積総原価と比較することにより測定しております。 

なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることはできないが、当該履行義務を充足す

る際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準を適用しております。 

  

（２）製品販売後のメンテナンスサービス 

一定期間にわたるメンテナンスサービスにおける履行義務は、契約期間にわたり、時の経過に

つれて充足されるものであり、当該契約期間に応じて均等に収益を認識しております。 

また、顧客から個別に受注するメンテナンスサービスにおける履行義務については、修理及び

点検等の完了により充足されるため、作業が完了した時点で収益を認識しています。  
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（１）ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約及び通貨スワップについては振当

処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を採用しております。 

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

先物為替予約  外貨建債権債務 

  

③ヘッジ方針 

主として当社の内部規定に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎事業年度末に、個別取引毎のヘッジ効果を検証しており

ますが、ヘッジ対象の資産又は負債とデリバティブ取引について、元本・利率・期間等の条件が

同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省略しております。 

  

⑤その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

ヘッジ手段の執行・管理については、取引権限及び取引限度等を定めた内部規定に従い、資金担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

  

（２）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

 

 

（会計方針の変更に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 

（表示方法の変更に関する注記） 

 該当事項はありません。 

 

（誤謬の訂正に関する注記） 

 該当事項はありません。 
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（株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 6,600,000 ― ― 6,600,000 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 884 ― ― 884 

 
 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 
 

決  議 株式の種類 
配当金の 

総額 
（千円） 

１株当たり 
配 当 額 
（円） 

基 準 日 効力発生日 

2023 年 ６ 月 22 日 
定時株主総会 

普通株式 494,141 74.88      ― 
 

2023 年 ６ 月 23 日 
 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  

決  議 株式の種類 
配当金の 

総額 
（千円） 

１株当たり 
配 当 額 
（円） 

基 準 日 効力発生日 

2024 年 ６ 月 20 日 
定時株主総会 

普通株式 445,704 67.54      ― 
 

2024 年 ６ 月 21 日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


